
平成23年厚生労働省告示第 192号
(平成 23年 6月 23日 公示 )

(平成 24●r3月 30日 一部改正 )

特例イン ドネシア人■設III候補普及び特例インドネシア人介護福ネ[■候
補者の雇用管理 研修の実施等に関する指針

第一 総論
一 目的

この指針は 平成二十年度及び平成二十一年度にイン ドネシア人看護mi候
補者として入国した者及び平成二■年度にインドネシア人芥護福lll士候補者
として人日した者が  「経済上の連携に関する日本国とイン ドネシア共和国
との間の協定の適用を受けるインドネシア人モ護lT等の出入曰管理上の取扱
いに関する指針の特例を定める件J(平成二十二年法務省告示第二百六十七
≒ 以下 嚇 告示Jと いう。)の特例による計可を受け また、当該許
可を受けて在留を継続するに当たり 特例インドネシア人ξ護師候補者等の
研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明
ら力ヽ こすることにより、Fl滑かつ道IEな在留管理の下で 特例受入れ施設に
おける適工な雇用管理 適切な研修の実施等を確保 し もって平●‐二十二年
度に実施される看護師国家試験 (以下「平成二十二年度看護師試験」とぃう.

)'|びに平成二十四年度に実施される看撻直,国家試験 (以下「平成二十四年
_‐看護師試験Jと いう.)及び介護信祉■国家試験 (以下 f平成二+四年度
介護福祉士試験Jと ぃう。)の合格を目指す特例インドネシア人看護IF候補
者等が看護師の資格 (保健師助産師看護師法 (昭和二十二年法律第二百三

=)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ.)及び介護醤 L士の資格 (社会
福祉■及び介護福祉士法 (昭和六十二年/1●第二十号)によづく介護福祉士
の資格をいう.以下同じ.)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ること
を目的とする.

二 定義
この指針における月語の定義は  「経済上の連携に関する日本国とインド

ネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介濱分野におけるインドネシア
人看護師等の受入れの実施に関する指針」 (乃支二十年厚生労働省告示第二
百+二号.以下「協定指針」という )第一の四に定めるもののほか 次の
1か ら8ま でに定めるところによる.

1 特例インドネシア人看護師候補者等 特例ィンドネシア人看護師候補者
及び特例インドネシア人介護福祉士候補者をいう

2 特例インドネシア人看護師候補者 特例インドネシア人第一陣看護師候
補普及び特例ィン ドネシア人第二障看護帥実補者をいう.

3 特例インドネシア人介護福祉士候補者 特例イン ドネシア人第一陣介護
福祉士tF補者をいう

4 特例インドネシア人第一障着護師候補者 平成二十年度にインドネシア
人看護師侯儲 として入国した者であって法務省告示の特例により在留資
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格の変更の計可を受けた者をいう。
5 特例インドネシア人第二障看護lT候補者 平成二十一年度にィン ドネシ
ア人看鼓師候補者として入回した者であつて法務省告示のtr例により在留
資格の変更の詐可を受けた者をいう.

6 特例インドネシア人第一陣介護福祉■候補者 平成二十年度にイン ドネ
シア人介殻福祉上候補者として入国した者であって法務省告示の特例によ
り在留資格の変更の絆可を受けた者をいう

7 Hjl受入魏 関 その設立している施崚において雇用する契約を特例イ
ン ドネシア人

`寇
師候補者等との間で締結 した日本回内にある医療法人

社会福祉法人等の公私の機関をいう.

8 ヽヽ 受入れ施設 在留資帯の変更の許可に孫る第二の一の1の (1)の
イ (同 (2)において準用する場合を合む.)のlI動に従事するため 特
何インドネシア人第一

"子
護師候補者又は特例インドネシア人第二陣 III護

LT候補者がIllFl受 入れ機 llと の扉月契約に基づき就労する病院及び在留資
格の変更の計可にrTる 第二のこの1の (1)の活動に従●するため 特冽
インドネシア人介護福祉士候補者が特例受入れ機関との雇用契約に基づき
就労する特別差護老人ホーム 介護者人保健施設その他の介護施設をいう。

三 特例インドネシア人看凄師候襦着等及び特例受入れ機関の責務
1 特例インドネシア斯 談師侯積 の貢務

特例インドネシア人看護師候補者は 特何受入れ機関の指導に従い 看
護師の資格の取得に必要な知識及び技術の修得に精励 し 次に掲げる区分
に応 してそれぞれ人に定める看護師国家試験の合格を目指して取 り組むも
のとする.

(1) 特例イン ドネシア人第一陣な設師候補者 平成二十二年度着震師
試験

(2) 特 l●lイ ン ドネシア人第二l晴護師候補者 濶支二十四年度看護師
試験

2 特例インドネシア人介護福祉士候補者の責務
特●lイ ンドネシア人介護福祉士候補者は 特例受入れ機関の指導に従い

介護福祉士の資格の取得に必要な知識及び表術の修得に精励し 平成二
十四年度介護福7■士試験の合格を目指して取 り紅むものとする。

3 特例受入れ機関の責務

特例受入れ機関は 特例インドネシア人看護師候補者等が平成二十二年
度看護師試験 平成二十四年度看聾師試験又は平成二十四年度介護福祉士
試験に合格するために必要な如識及び技術の修得が図られるよう 特例イ
ン ドネシア人看議師候補者等の特性に応 した指導を行 うとともに 特例受
入れ施設における適正な雇月管理の実施及び質の高い研修体制の確保に取
り組むものとする.

第二 看護師及び介護福祉士の資格取得前の特例受入れ機関における研修として
のlt労

― 看護lTの資格取得を目的とした研修としての就労
1 特例インドネシア人モ講師候補者の要件
(1) 特lflイ ン ドネシア人第一陣看護師候補者は 研修としての就労を
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道切に実施する等の観 点から 次のイから′ヽまでに掲げる要件を満たさ
なければならない.

イ 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 (

以下「ロインドネシア協定Jと いう。)附属書十第一編第六節 1の規
定に基づき受入れ詢整機関に紹介を受けた機関 (特例インドネシア人
第一陣

=す
0市候補者が更に法務省告示の特例による許可を受ける場合

にあっては 受入れ調鰤機関に紹介を受けた機関)と の雇用契約に■
づいて 次の 0)及び (1)の活動に従事する者であること.

0) 4_t務省告示の特例により在留資権の変更の計可を受けてから平
成二十二年度看設師試験まで継続して行われる看護lTの監Fの下で
の研修を通した病院における平成二十三年度看護師試験の合拮のた
めに′

`要
な知証及び技術の修得

(ii) (i)の活動後 を護師の監督の下での研修を通した病院にお
ける必要な知識及び技術の修得

口 第一の三の 1の責務 (平成二十三年度看護師試験の合格を目指す取
担に係るものに限る。)にのっとり 3の議 研修曖善計画 (濶

'二十二年度■護師試験の合にを目着すための研修に係るものに限る.)
に基づく研修に取り旭むとの意思を言約する署名を行った者であるこ
と

ンヽ 平成二十二年r・ に実施された看斐師国家試験 (以下 「平成二十二年
度を護師試駒 という。)において不合●●であり かつ 乃戎二十二
年度看護師試肇の得点が 外務省から厚生労働省に対して通知のあつ
た人数の順位に該当する者が獲得 した得 点以上の者であること。

(2) (1)の 規定は 特●lイ ンドネシア人第二陣t護師候補者につい

て準用する.こ の場合において  (1)の規定中「平成二十三年度オ護
lTH駿,と あるのは「TEF二十四年度看棲師試験Jと  「濶支二十二年
度着・・姉 験jと あるのは

'コ
,こ+三年度看誕 T試験Jと  「平成二

十二年度にJと .tる のは r平成二十三年度にJと  f外務●から厚生労
働省に対して通知のあった人数の1回立こ該当する者が獲得したJと ある
のは 「当該試験の合格点に一定の割合を乗 じて得た点抜として外務省か
ら厚生労働省に対して通知のあつた基準に相当するJと 読みヽえるもの
とする

特例受入れ施設の要件

特l● 受入れ施設は 研 l・ としての就労を適切に実施する観点から ltの
(1)から (3)ま でに掲げる要■を満たきなければならない。
(1) 協定指|1第二の一の3を特例え入れ施設について準用する場合に
当該特例受入れ施設に係る要件を満たしていること.こ の場合において

協定指針第二の一の 3■ 「インドネシア人看護師lF補者が]と あるの
,ま 「特Flイ ンドネシア人着護師候補者がJと  協定指針第二の一の3の
(4)■ 14の (1)の看護研修計画Jと あるのは「特例インドネシア

人看護師候補者及び特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理
りF修の実施等に関する指,|(平成二十三年厚生・IU省告示第百ブL十二号
)第二の一の3の看護研修改善計画Jと  協定指針第二の一の 3の (7
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,中 「特例イン ドネシア人を護師候補者l‐特lFlイ ンドネシア人介護福
祉士候補者の雇用管理 研修の実施等に関する指針 (平成二+三年厚生
労働省告ホ第百九十二号)Jと あるのは r特執ィンドネシア人看護11候
補者及 tl特例インドネシア人介護福祉士候補者の雇用管理 りF修の実施
等にr‐lする指針Jと  「受入れ機関」とあるのは「特例受入ll●関∫と
読み替えるものとする.

(2) 第一の三の3の責務にのつとり 3の看該研修改き :面に基づき
適切な研修を実施するとの意思を誓約する署名を行った機関により設立
されたものであること.

(3) 次のイからハまでに掲げる報告を適切に実施する機関により渋立
されたものであること。
イ 在留資格変更時報告

その雇用する者が法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を
受けたときは その旨及び 3の[護研lL‐改善.T画を通やかに受入れ鋼
整機関に報告すること.

口 定期報告

(i) (1)の特例受入れ施設の要件の運守状況及び4の雇用契約の
要件の連守状況について 次に掲げる特前イン ドネシア人看護師候
籠者の区分に応 じてそれぞれ次に定める日■在で,り まとめ 遅溺,

なく 受入れ調郵苺関に報告すること.

(イ ) 特例インドネシア人第一障オ殻師繭 者 平成二十四年一
月― 曰

(口 ) 特例イン ドネシア人第二陣看護師候綺き ¬支二十五年一
月―ロ

(1) その雇用するを特例インドネシア人看露師候補者の研,の実
施状況について 次に掲げる特例インドネシア人着護師侯綺きの区
分に応 してそれぞれ次に定める口,在で取 りまとめ 遅7tな く 受
入れ調整機関に報告すること.

(イ ) 特例イン ドネシア人第一陣看護師候補ぎ 平成二十二年十
月―曰

(口 ) 特冽イン ドネシア人第二陣看護IT候補者 平成二十四年十
月一日

′ヽ 随時報告

0) その屈用する特 pllィ ンドネシア人看護師候補者が死亡若しくは
失踪 した場合 又は当該特例インドネシア人看護師候補者が出入国
管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第二百十九号)第十九条第
一項の規定に違反 して収入を伴 う事業を運営する活動若しくは報酬
を受ける活Tlを行っていると思滲「する場合には 速や力,こ受入れ調
整機関に報告すること.

(1) その雇用する特例インドネシア人看議師侯稀者との雇用契約
を終了する場合には あらかしめ その旨を受入れ調整機関に報告
すること.

61) その雇用する特例インドネシア人看護師候補者について 次



に掲げる特例インドネシア人看護III侯倫者の区分に応してそれぞれ
次に定める看護LTttT~試験の合否の結果を把握し 速ゃかに受入れ
調整機関に報告すること
(イ ) 特例インドネシア人第一陣看芝師候儲  平成二十二年度
言護師試験

(口 ) 特例インドネシア人第二

"看
護師候補者 平成二十四年度

看護師試験

(～) その雇用する特●lイ ン ドネシア人看護1帷補者が帰日した場
合には 帰国後 速やかにその旨を受入れ調整機関に報告すること.

研修の要件
1の (1)(同 (2)において準用する場合を含む。)の研修は Irの

(1)か ら (5)までに場げる要■を・●nた きなければならない
(1) 研修内容は 各特例ィンドネシア人看講師候補者の特性に応して

次に掲げる特例インドネシア人看護師候補者の区分に応 してそれぞれ
次に定める[讚師国家試験の合|●を目指すために適切なものとし 特例
インドネシア人看護師候補者ごとに これを実施するための看護研修改
善計¨ r成 されていること
イ 特例イン ドネシア人第一障モ遂師候綺者 ¬式二十二年度を護印,試
験

口 II・ l●lイ ン ドネシア人第二陣ξ護師候柿音 平成二十四■_●着笹師試
験

(2) (1)の を護研修改 _●計画は 次の表のコ欄に掲げる特例インド
ネシア人看護師候補者の区分に従い それぞれ同表の中欄に掲げる看護
ll国家試験の時点における6護研l_J言:画に対する評価を踏まえ 同表の
下欄に掲げるを譲師国希 験の合格を目指すための改善内容について明
ら力ヽ こしたものであること
酪 着護師国家試験 モ護師国家試験
特例インドネシア人

一
護師候補者

平成二十二年度 平成二十二年度

特例イン ドネシア人

勢 着護n・
‐
補者

平成二十二年度 平成二十四年度

(3) 研修を統括する研l_4コ■者並びに葦円的な如識及び技術に関する
学習の支援 日本語学習の支援 生活・t援等を行う研l‐支援者が配置さ
れ 看護研修崚善計画を実施するために必要な体制が整備されているこ
と.

(4) 研修責任者は 原則として着護部門の教育責l■tと し 研修支援
者は 原員1と して三年以上の業務経験のある看護師とすること.

(5) 研修が行われる病床は 医療保険が適用されるものに限ること.4 特例受入れ機関との雇月契約の要件
1の (1)(同 (2)において準用する場合を含む。)の雇月契約は

日本人が従,する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内
容とするものでなければならない.

二 介護福祉■の資格取得を目的とした研修としての就労

―

'


